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I. 調査の概要
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１．企業調査の実施概要

 調査対象：以下に該当する企業

 農林⽔産業、公務（他に分類されないもの）を除く全業種

 従業員10人以上

 調査対象数：20,000社

 抽出方法：以下のとおり、従業員規模別に割付を行い、大手企業データベースより無作為に抽出

 調査方法：郵送配布・郵送回収。希望する場合には、メールでの配付・回収も可

 調査期間：令和2年8⽉20日〜令和2年10⽉8日

 有効回答数：3,788件

 有効回答率：18.9％

従業員数 件数
10～99 人以下 6,000件
100～299人以下 6,000件
300～999人以下 6,000件
1,000人以上 2,000件
合計 20,000件
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２．従業員調査の実施概要

 調査対象：企業調査の対象企業の従業員最大４名に調査票配付（企業が対象者を選定）

 テレワークをしている企業は最大４人を選定（昨年12⽉時点のテレワーク実施者２人・非実施者２人）

 テレワークをしていない企業は最大２人を選定（総務、人事、経理、営業部門のいずれかに所属する者）

（※）企業のテレワーク実施状況は、令和2年7⽉1日時点に基づく。

 調査方法：企業の人事労務担当者から、対象に選定した従業員に対して、アンケート調査の案内を配付。

調査対象となった従業員は、WEB上のアンケートサイトから調査に回答。

 調査期間：令和2年8⽉20日〜令和2年9⽉25日

 有効回答数：4,184件
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３．本調査におけるテレワークの定義

 テレワーク：情報通信技術を利用して行う事業場外での勤務を指し、次の３つに分けて聴取。

 在宅勤務：労働者の自宅で業務を行う形態

 サテライトオフィス勤務：メインのオフィス以外の決められた場所で業務を行う形態

（例）普段勤務する事業所と異なる自社の事業所、自社が契約する外部オフィス 等

 モバイル勤務：上記以外で、ノートPCやスマートフォン・携帯電話等を活用して、移動中など、

臨機応変に選択した場所で業務を行う形態

（例）交通機関等での移動中、カフェ、出張中のホテル 等
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II. 企業調査 結果概要
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１．テレワークの導入・実施状況 ①テレワーク（在宅勤務）

【企業調査（従業員規模別）】Q7①
テレワーク（在宅勤務）の導入・実施状況（2020年7⽉時点）/SA

【企業調査（業種別）】Q7①
テレワーク（在宅勤務）の導入・実施状況（2020年7⽉時点）/SA
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全体(n=3788)

99人以下(n=1487)

100～299人(n=1103)

300～999人(n=877)

1,000人以上(n=296)

会社の制度として認めている

会社の制度はないが 実施する従業員がいる

導入 実施していない

無回答

 企業規模が大きくなるほど、テレワークの導入率が高くなる傾向がある。

 業種別にみると、情報通信業が圧倒的に高く、医療・福祉等は低い。
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0.0

0.0

1.0

0.9

1.0

4.3

1.4

1.3

0.2

0.4

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=3788)

鉱業,採石業,砂利採取業(n=6)

建設業(n=230)

製造業(n=698)

電気     熱供給 水道業(n=21)

情報通信業(n=87)

運輸業,郵便業(n=207)

卸売業,小売業(n=536)

金融業,保険業(n=101)

不動産業,物品賃貸業(n=46)

宿泊業,飲食     業(n=142)

教育,学習支援業(n=239)

医療,福祉(n=823)

その他     業(n=467)

その他(n=151)

会社の制度として認めている

会社の制度はないが 実施する従業員がいる

導入 実施していない

無回答

注）以降の設問では、「会社の制度として認めている」又は「会社の制度はないが、実施
する従業員がいる」と回答した企業を、テレワーク（在宅勤務）実施企業としている。

注）SA:単数回答、MA:複数回答



BAR 本文ページ

9 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

１．テレワークの導入・実施状況 ②サテライトオフィス勤務

【企業調査（従業員規模別）】Q7②
サテライトオフィス勤務の導入・実施状況（2020年7⽉時点）/SA

【企業調査（業種別）】Q7②
サテライトオフィス勤務の導入・実施状況（2020年7⽉時点）/SA
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無回答
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54.0

91.3

79.1

89.1

73.9

85.9
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情報通信業(n=87)

運輸業,郵便業(n=207)

卸売業,小売業(n=536)

金融業,保険業(n=101)

不動産業,物品賃貸業(n=46)

宿泊業,飲食     業(n=142)

教育,学習支援業(n=239)

医療,福祉(n=823)

その他     業(n=467)

その他(n=151)

会社の制度として認めている

会社の制度はないが 実施する従業員がいる

導入 実施していない

無回答
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１．テレワークの導入・実施状況 ③モバイル勤務

【企業調査（従業員規模別）】Q7③
モバイル勤務の導入・実施状況（2020年7⽉時点）/SA

【企業調査（業種別）】Q7③
モバイル勤務の導入・実施状況（2020年7⽉時点）/SA
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卸売業,小売業(n=536)
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宿泊業,飲食     業(n=142)
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医療,福祉(n=823)

その他     業(n=467)

その他(n=151)

会社の制度として認めている

会社の制度はないが 実施する従業員がいる

導入 実施していない

無回答
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１．テレワークの導入・実施状況

（テレワーク（在宅勤務）導入企業におけるテレワークの実施割合と今後の継続意向等）

【企業調査（従業員規模別）】Q26(5).
テレワーク（在宅勤務）導入企業における

テレワーク（在宅勤務）の実施割合（2020年7⽉時点）
/SA
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6.1
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9.0

2.8

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1256)

99人以下(n=255)

100～299人(n=389)

300～999人(n=388)

1,000人以上(n=219)

1割以下 2割程度 3割程度 4～5割程度

6～7割程度 8割程度以上 わからない 無回答
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12.9

16.7

12.4

17.4

28.8

25.5

22.1

33.0

37.0

23.0

28.2

28.5

20.4

12.3

7.2

7.1

5.1

9.5

6.8

20.6

17.3

19.3

22.2

24.7

5.5

9.0

8.2

2.6

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1256)

99人以下(n=255)

100～299人(n=389)

300～999人(n=388)

1,000人以上(n=219)

新型コロナウイルス流行時よりも テレワークの利用を拡大したい

新型コロナウイルス流行時と同程度に テレワークの利用を維持したい

緊急時の臨時的な運用に限って テレワークを認めたい

新型コロナウイルス流行時よりも テレワークの利用を縮小したい

わからない 検討中である

無回答

【企業調査（従業員規模別）】Q26(6).
テレワーク（在宅勤務）導入企業における

今後の継続意向/SA

【企業調査（従業員規模別）】Q9
テレワーク未導入企業における今後の意向

/SA

3.2
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全体(n=2424)

99人以下(n=1196)

100～299人(n=673)

300～999人(n=466)

1,000人以上(n=73)

現在 検討を進めている 今後検討する予定である

導入 実施する予定はない 無回答
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２．テレワークを導入・実施していない理由

 テレワークを導入・実施していない理由としては、「できる業務が限られているから」が多い。

 その他、「情報セキュリティの確保が難しいから」「紙の書類・資料が電子化されていないから」「テレワークできない従業員との不公平感が懸念されるか
ら」「従業員の勤怠管理や在席・勤務状況の確認が難しいから」「情報通信機器等の導入費用がかかるから」「メリットが感じられないから」などの意見
も一定存在。

【企業調査】Q8.テレワークを導入・実施していない理由/MA（テレワーク非実施企業）
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る
か
ら

業
務
の
進
捗
確
認
が
難
し
い
か
ら

従
業
員
の
育
成
が
難
し
い
か
ら

取
引
先
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
か
ら

労
働
災
害
の
認
定
基
準
が
分
か
り
づ
ら
い

か
ら

テ
レ
ワ
ー
ク
を
認
め
た
い
が
、
進
め
方
が

分
か
ら
な
い
か
ら

長
時
間
労
働
に
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る

か
ら

健
康
管
理
が
難
し
い
か
ら

時
間
外
等
の
割
増
賃
金
の
支
払
い
が
増
え

る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
か
ら

テ
レ
ワ
ー
ク
を
知
ら
な
か
っ
た
、
考
え
た

こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら

従
業
員
の
家
族
か
ら
理
解
が
得
ら
れ
な
い

か
ら

そ
の
他

あ
て
は
ま
る
も
の
は
な
い

無
回
答

全体(n=2424)
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３．テレワークの導入・実施時期

【企業調査（従業員規模別）】Q26(2).テレワーク（在宅勤務）の導入・実施時期/SA

26.0

20.4

19.0

26.0

44.3

63.9

66.7

66.3

67.3

50.7

10.1

12.9

14.7

6.7

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1256)

99人以下(n=255)

100～299人(n=389)

300～999人(n=388)

1,000人以上(n=219)

新型コロナウイルスの流行以前より導入 実施していた

新型コロナウイルスの流行をきっかけに初めて導入 実施した

無回答

 新型コロナウイルス感染症の流行を機に、それまでに既に導入・実施していた企業の倍以上の企業が初めて導入・実施している。
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４．テレワーク（在宅勤務）による効果 ①導入・実施した当初の目的、②実際に生じた効果

 導入・実施当初の目的としては、「自然災害・感染症流行時等における事業継続性の確保」「従業員の通勤負担の軽減」が多い。

 当初の目的以上に実際に生じた効果が大きいものは、「従業員の通勤負担の軽減」や「人件費の削減」「紙や印刷コストの削減」などである。

【企業調査】Q25.①導入・実施した当初の目的/MA ②実際に生じた効果/MA

57.2

38.5

28.7

24.3

20.1

10.6 9.6 9.2 8.6
6.6 6.0

4.3 3.7 3.3 3.3

11.2

2.0

7.5

52.5
54.2

31.3
27.9

18.6

9.3
5.7

10.9 9.3

14.7

5.9

10.4

3.7
6.1

2.4

7.9
4.8

11.5

0%

20%

40%

60%

自
然
災
害 

感
染
症
流
行
時
等
に

お
け
る
事
業
継
続
性
の
確
保

従
業
員
の
通
勤
負
担
の
軽
減

家
庭
生
活
を
両
立
さ
せ
る

従
業
員
へ
の
対
応 

離
職
防
止

従
業
員
の
ゆ
と
り
と

健
康
的
な
生
活
の
確
保

定
常
的
業
務
の

効
率 

生
産
性
の
向
上

創
造
的
業
務
の

効
率 

生
産
性
の
向
上

優
秀
な
人
材
の
確
保 

定
着

従
業
員
の

自
己
管
理
能
力
の
向
上

治
療
と
仕
事
を
両
立
さ
せ
る

従
業
員
へ
の
対
応

人
件
費
（
残
業
手
当
、
通
勤
手
当
等
）

の
削
減

障
が
い
の
あ
る
従
業
員
へ
の

対
応 

離
職
防
止

紙
や
印
刷
コ
ス
ト
の
削
減

高
齢
の
従
業
員
へ
の

対
応 

離
職
防
止

オ
フ
ィ
ス
コ
ス
ト
の
削
減

遠
隔
地
に
居
住
す
る

従
業
員
の
採
用 

確
保

そ
の
他

特
に
目
的
は
な
い

無
回
答

導入・実施当初の目的（n=1256）

実際に生じた効果（n=1256）
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４．テレワーク（在宅勤務）による効果 ①導入・実施した当初の目的（従業員規模別）

【企業調査（従業員規模別）】Q25.①導入・実施した当初の目的/MA

57.2

38.5

28.7

24.3

20.1

10.6 9.6 9.2
8.6 6.6

6.0 4.3 3.7 3.3
3.3

11.2

2.0

7.5

52.5

34.9

20.8

27.1

15.3

6.3 5.9
7.1

4.7 5.1

0.8 3.1
3.1 2.4

4.3
7.5

3.1

12.9

53.5

34.7

24.9

20.3
17.0

8.2
7.7 6.9 5.7

7.2

3.9 4.1

2.8

3.3 2.6

12.3

2.1

10.8

61.3

42.8

29.9
26.3

23.2

11.9
9.8

10.8
9.3

6.7
8.5

4.6 4.4 3.6

2.3

12.9

1.0

3.9

62.1

40.6
42.0

24.7
26.0

17.8 16.9 13.2 16.4

6.8

11.0

5.0 5.0 4.1
4.6

11.0

2.3

1.8

0%

20%

40%

60%

80%

自
然
災
害 

感
染
症
流
行
時
等
に

お
け
る
事
業
継
続
性
の
確
保

従
業
員
の
通
勤
負
担
の
軽
減

家
庭
生
活
を
両
立
さ
せ
る

従
業
員
へ
の
対
応 

離
職
防
止

従
業
員
の
ゆ
と
り
と

健
康
的
な
生
活
の
確
保

定
常
的
業
務
の

効
率 

生
産
性
の
向
上

創
造
的
業
務
の

効
率 

生
産
性
の
向
上

優
秀
な
人
材
の
確
保 
定
着

従
業
員
の

自
己
管
理
能
力
の
向
上

治
療
と
仕
事
を
両
立
さ
せ
る

従
業
員
へ
の
対
応

人
件
費
（
残
業
手
当
、

通
勤
手
当
等
）
の
削
減

障
が
い
の
あ
る
従
業
員
へ
の

対
応 

離
職
防
止

紙
や
印
刷
コ
ス
ト
の
削
減

高
齢
の
従
業
員
へ
の

対
応 

離
職
防
止

オ
フ
ィ
ス
コ
ス
ト
の
削
減

遠
隔
地
に
居
住
す
る

従
業
員
の
採
用 

確
保

そ
の
他

特
に
目
的
は
な
い

無
回
答

全体(n=1256) 99人以下(n=255) 100～299人(n=389) 300～999人(n=388) 1,000人以上(n=219)
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４．テレワーク（在宅勤務）による効果 ②実際に生じた効果（従業員規模別）

【企業調査（従業員規模別）】Q25.②実際に生じた効果/MA

54.2
52.5

31.3 27.9

18.6

14.7

10.9 10.4
9.3 9.3

6.1
5.9 5.7 3.7 2.4

7.9

4.8

11.5

47.1
46.7

23.1
25.9

13.7

12.9
11.0

9.0

6.7 5.9 4.7
2.0 2.7 3.1 2.4

5.5

6.7

16.1

46.8

47.6

24.7

21.1

13.6 14.7

7.7 9.0 7.5 7.2 6.7
3.1 4.6

2.6 2.1

8.0
5.7

16.2

60.1

53.4

35.8

31.7

20.9

15.2

11.3 10.6
9.5 10.1 7.0 8.5

7.2
4.1 2.6

10.1

3.4

8.2

64.4
65.8

44.3

36.1

29.2

16.0 16.0 13.7

15.5 15.1

5.0

10.5
8.2

5.5 2.7
6.8

3.7 4.1

0%

20%

40%

60%

80%

従
業
員
の
通
勤
負
担
の
軽
減

自
然
災
害 

感
染
症
流
行
時
等
に

お
け
る
事
業
継
続
性
の
確
保

家
庭
生
活
を
両
立
さ
せ
る

従
業
員
へ
の
対
応 

離
職
防
止

従
業
員
の
ゆ
と
り
と

健
康
的
な
生
活
の
確
保

定
常
的
業
務
の

効
率 

生
産
性
の
向
上

人
件
費
（
残
業
手
当
、

通
勤
手
当
等
）
の
削
減

従
業
員
の

自
己
管
理
能
力
の
向
上

紙
や
印
刷
コ
ス
ト
の
削
減

創
造
的
業
務
の

効
率 
生
産
性
の
向
上

治
療
と
仕
事
を
両
立
さ
せ
る

従
業
員
へ
の
対
応

オ
フ
ィ
ス
コ
ス
ト
の
削
減

障
が
い
の
あ
る
従
業
員
へ
の

対
応 

離
職
防
止

優
秀
な
人
材
の
確
保 

定
着

高
齢
の
従
業
員
へ
の

対
応 

離
職
防
止

遠
隔
地
に
居
住
す
る

従
業
員
の
採
用 

確
保

そ
の
他

特
に
目
的
は
な
い

無
回
答

全体(n=1256) 99人以下(n=255) 100～299人(n=389) 300～999人(n=388) 1,000人以上(n=219)
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５．テレワークの対象者（条件）

 正社員については、「特定の職種・職務を担う従業員」「特に条件は設けず、正社員全員に認めている」が多い。

 テレワークの対象者を「育児・介護の事情がある従業員」としている企業は限定的。

【企業調査】Q10(1).テレワーク対象者の条件/MA

39.9

14.4

7.8 7.7 6.9
4.4 4.3 4.3

2.1

12.5

40.1
44.6

23.3

5.7

34.5

6.5
4.0

5.9

10.7

6.5

1.4

6.2

2.0

11.0

38.7

34.2

16.4

9.3

46.7

5.0
3.4

6.1

13.8

2.9
0.8

2.3 1.1

6.3

30.8

23.6

9.2
11.5

0%

20%

40%

60%

特
定
の
職
種 

職
務
を
担
う
従
業
員

育
児 

介
護
の
事
情
が
あ
る
従
業
員

子
の
教
育
の
問
題
な
ど
生
活
上
の

事
情
が
あ
る
従
業
員

入
社
後
一
定
の
年
月
が

経
過
し
た
従
業
員

一
定
の
職
位
以
上
の
従
業
員

一
定
以
上
の
通
勤
時
間
を

要
す
る
従
業
員

障
が
い
な
ど
の
あ
る
従
業
員

遠
方
に
居
住
し
て
お
り
、

出
社
が
困
難
な
従
業
員

高
齢
の
従
業
員

そ
の
他

特
に
条
件
は
設
け
ず
、

正
社
員
全
員
に
認
め
て
い
る

契
約
社
員
・
パ
ー
ト
等

派
遣
社
員

無
回
答

在宅勤務（n=1288） サテライトオフィス勤務（n=354) モバイル勤務（n=522）

正社員以外の従業員正社員
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５．テレワークの対象者（条件）

【企業調査】Q10(1).テレワーク対象者の条件/SA

47.3

55.6

64.6

46.9

35.0

23.9

0.2

0.0

0.0

5.7

9.3

11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅勤務(n=1288)

サテライトオフィス勤務(n=354)

モバイル勤務(n=522)

正社員のみを対象

正社員と非正社員を対象

非正社員のみを対象

無回答

注）Q10(1)の回答結果をもとに、正社員及び非正社員が対象かどうかによって再集計を行った。

（グラフは単数回答）
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５．テレワークの対象者（職種）

【企業調査】Q10(2).テレワーク対象者の職種/MA

19.5

30.8

78.0

49.7

3.9
6.7 5.6

1.3
5.0

7.5

13.6

33.6

61.0

54.0

3.7
6.2 5.6

1.1
4.8

12.7
9.8

24.7

47.3

66.3

3.8
5.7 4.8

1.3
4.2

14.9

0%

20%

40%

60%

80%

専
門
職 

技
術
職

（
医
療
、
福
祉
、
教
育
関
係
）

左
記
以
外
の
専
門
職 

技
術
職

（
エ
ン
ジ
ニ
ア
等
）

事
務
職

営
業
職

販
売
職

サ
ー
ビ
ス
職

生
産
現
場
職

運
輸 

保
安
職

そ
の
他

無
回
答

在宅勤務（n=1288） サテライトオフィス勤務（n=354) モバイル勤務（n=522）
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６．労働時間制度（①労働時間制度の種類（テレワーク実施企業における労働時間制度の導入状況））

 フレックスタイム制について、テレワーク実施企業は非実施企業に比べてフレックスタイム制の導入割合が高い。

【企業調査（テレワーク（在宅勤務）実施状況別）】
Q4(1).導入している労働時間制度/MA

注）テレワーク（在宅勤務）実施企業：テレワーク（在宅勤務）を制度又は慣習として実施している企業。
テレワーク非実施企業：いずれのテレワークも実施していない企業。

82.7

34.3

11.8

4.5

16.5

47.2

0.0

76.3

10.0

3.2

1.6

5.5

53.8

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通常の労働時間制度

フレックスタイム制

専門業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制

事業場外みなし労働時間制

変形労働時間制

無回答

在宅勤務実施企業(n=1288) テレワーク非実施企業(n=2425)



BAR 本文ページ

21 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

６．労働時間制度（①労働時間制度の種類（テレワーク対象者に適用している労働時間制度））

【企業調査】Q10(3).テレワーク対象者の労働時間制度/MA

77.1

30.3

10.2

3.8

11.9

28.2

65.5

5.5

65.0

33.9

10.2

4.0

10.7

22.0

56.8

14.1

59.2

30.1

7.9
3.1

14.0

19.7

54.8

15.9

0%

20%

40%

60%

80%

通
常
の
労
働
時
間
管
理

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制

事
業
場
外
み
な
し
労
働
時
間
制

変
形
労
働
時
間
制

管
理
監
督
者

無
回
答

在宅勤務（n=1288） サテライトオフィス勤務（n=354) モバイル勤務（n=522）

 テレワーク対象者の労働時間制度としては、「通常の労働時間管理」のほか「フレックスタイム制」「変形労働時間制」が多い。
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６．労働時間制度（②テレワーク（在宅勤務）対象者の職種（労働時間制度別））

【企業調査（労働時間制度別）】Q13(2).テレワーク（在宅勤務）対象者の職種/MA

16.6

31.7

79.0

48.8

4.1
7.0 6.1

1.5
4.2 5.8

12.2

46.0

80.0

55.1

4.7 6.2 6.2

0.8
4.4

8.8

46.6

36.6

17.6
13.0

1.5
3.8 4.6

0.8

8.4
10.7

16.7

39.6

58.3

29.2

2.1
4.2

6.3
2.1

10.4

16.7

7.9

20.4

35.5

53.3

3.9
5.9 7.2

0.7
2.6

23.723.7 21.2

62.6

36.3

4.5 5.9 4.7 3.4 3.9

14.5
16.4

32.4

76.6

49.8

4.0
6.9 6.5

2.1
5.0

11.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

専
門
職 

技
術
職

（医
療
、
福
祉
、
教
育
関
係
）

左
記
以
外
の
専
門
職 

技
術
職

（エ
ン
ジ
ニ
ア
等
）

事
務
職

営
業
職

販
売
職

サ
ー
ビ
ス
職

生
産
現
場
職

運
輸 

保
安
職

そ
の
他

無
回
答

通常の労働時間制度(n=976) フレックスタイム制(n=385) 専門業務型裁量労働制(n=131) 企画業務型裁量労働制(n=48)

事業場外みなし労働時間制(n=152) 変形労働時間制(n=358) 管理監督者(n=828)
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６．労働時間制度（③企業における一般的な勤怠管理の方法（テレワーク実施企業、非実施企業別））
（テレワーク時に限らない）

【企業調査（労働時間制度別）】Q4(2).勤怠管理の方法（テレワーク（在宅勤務）実施企業 /MA

19.4
21.7

52.5

37.2

25.7

17.1

2.0 0.1 0.9

18.8

9.3

45.5 47.5

24.4
28.3

3.2 1.4 2.5
6.6

23.7

32.9 37.5

19.7
14.5

3.3 4.6
7.98.6

3.4

31.0

39.7

15.5
20.7

0.0

6.9

20.7

9.0

17.0

28.3

38.2

20.3

13.7

8.5
5.2

7.5

20.1

29.1

53.8

29.1

20.1

12.3

1.8 0.3
2.5

10.3

15.9

44.6

36.3

24.6

18.6

2.1 2.8 3.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

上
長
の
現
場
で
の
視
認
に
よ
り
確
認

紙
の
出
勤
簿
に
押
印
又
は
記
入
す
る

タ
イ
ム
カ
ー
ド

・Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
等
で
打
刻
す
る

電
子
フ
ァ
イ
ル
の
出
勤
簿
等
に

自
己
申
告
で
記
入
す
る

Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
を
押
す

・
Ｗ
ｅ
ｂ
打
刻
す
る

パ
ソ
コ
ン
等
の
ロ
グ
イ
ン

・ロ
グ
ア
ウ
ト
時
刻
を
取
得
す
る

そ
の
他

特
に
管
理
し
て
い
な
い

無
回
答

通常の労働時間制度(n=1065) フレックスタイム制(n=442) 専門業務型裁量労働制(n=152) 企画業務型裁量労働制(n=58)

事業場外みなし労働時間制(n=212) 変形労働時間制(n=608) 管理監督者(n=914)

【企業調査（労働時間制度別）】Q4(2).勤怠管理の方法（テレワーク非実施企業）/MA

16.4

35.8

62.6

12.0

6.1
3.8

1.6 0.5 2.0

16.0

27.6

49.8

21.0

4.1
7.4

2.5
6.2 7.4

12.8

28.2 32.1

11.5

3.8 7.7 5.1

19.2

12.8
7.7

5.1
7.7 5.1

0.0 0.0
5.1

43.6

25.6

13.5

23.3
25.6

16.5

3.0
3.8

9.0
12.0 10.5

14.3

37.8

61.5

11.9

4.7
3.2

3.9
0.8 2.7

10.7

32.1

51.1

13.2

6.4 4.9
2.0

5.5 4.5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

上
長
の
現
場
で
の
視
認
に
よ
り
確
認

紙
の
出
勤
簿
に
押
印
又
は
記
入
す
る

タ
イ
ム
カ
ー
ド

・Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
等
で
打
刻
す
る

電
子
フ
ァ
イ
ル
の
出
勤
簿
等
に

自
己
申
告
で
記
入
す
る

Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
を
押
す

・Ｗ
ｅ
ｂ
打
刻
す
る

パ
ソ
コ
ン
等
の
ロ
グ
イ
ン

・ロ
グ
ア
ウ
ト
時
刻
を
取
得
す
る

そ
の
他

特
に
管
理
し
て
い
な
い

無
回
答

通常の労働時間制度(n=1850) フレックスタイム制(n=243) 専門業務型裁量労働制(n=78) 企画業務型裁量労働制(n=39)

事業場外みなし労働時間制(n=133) 変形労働時間制(n=1305) 管理監督者(n=1199)



BAR 本文ページ

24 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

６．労働時間制度（③テレワーク（在宅勤務）実施者に対する勤怠管理（労働時間制度別））

 いずれの労働時間制度においても、「電子ファイルの出勤簿等に自己申告で記入する」「上長等に対してメールによる報告を行う」が多い。

【企業調査（労働時間制度別）】Q13(6).テレワーク（在宅勤務）時の勤怠管理/MA

3.9

11.2
7.3

34.8

21.6

13.5
17.8

40.7

5.1
2.7

7.0
3.4 3.1

7.0

47.3

22.9 23.1

14.0

42.1

4.9
1.3

10.6

1.5

15.3

3.1

42.0

18.3
14.5

11.5

28.2

5.3

9.9
12.2

2.1
4.2 4.2

43.8

25.0
20.8

18.8

35.4

2.1
4.2

16.7

2.6
5.3 3.9

27.6

14.5
11.2

13.2

26.3

2.6 3.3

25.7

2.0

15.9

7.8

24.6

17.9

10.6

19.8

36.3

5.3 3.9

15.9

2.3

9.3
6.0

37.3

21.9

15.0 13.6

33.7

5.1
3.3

11.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

上
長
の
現
場
で
の
視
認
に
よ
り
確
認

紙
の
出
勤
簿
に
押
印
又
は
記
入
す
る

タ
イ
ム
カ
ー
ド

・
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
等
で
打
刻
す
る

電
子
フ
ァ
イ
ル
の
出
勤
簿
等
に

自
己
申
告
で
記
入
す
る

Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
を
押
す

・Ｗ
ｅ
ｂ
打
刻
す
る

パ
ソ
コ
ン
等
の
ロ
グ
イ
ン

・
ロ
グ
ア
ウ
ト
時
刻
を
取
得
す
る

上
長
等
に
対
し
て
電
話
に
よ
る
報
告

を
行
う

上
長
等
に
対
し
て
メ
ー
ル
に
よ
る
報

告
を
行
う

そ
の
他

日
々
の
勤
怠
管
理
は
行
っ
て
い
な
い

無
回
答

通常の労働時間制度(n=976) フレックスタイム制(n=385) 専門業務型裁量労働制(n=131) 企画業務型裁量労働制(n=48)

事業場外みなし労働時間制(n=152) 変形労働時間制(n=358) 管理監督者(n=828)
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６．労働時間制度（④テレワーク（在宅勤務）の利用単位・事前申請期日・中抜け）

【企業調査】Q13(3)
テレワーク（在宅勤務）の利用単位/SA

【企業調査】
Q13(8).テレワーク（在宅勤務）中の中抜けの取扱/SA

29.2 23.0 22.8 0.9 17.8 6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通常の労働時間制度(n=976)

終日単位のみ利用可能 半日単位でも利用可能

時間単位でも利用可能 その他

特に決まっていない 無回答

10.9 45.4 3.9 17.4 4.1

3.8

6.0

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通常の労働時間制度(n=976)

事前申請は必要ない 事前申請は必要だが期日はない

当日まで 1～3日前まで

4～7日前まで 8日以上前に申請が必要

その他 無回答

【企業調査】Q13(5)
テレワーク（在宅勤務）の事前申請期日/SA

19.3 7.8 15.9 17.0 31.3 8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通常の労働時間制度(n=976)

休憩として取扱い、休憩時間分だけ終業時刻を遅らせている
特段の報告等を求めず、所定労働時間勤務したものとしている
半日単位や時間単位の年次有給休暇の取得を必須としている
中抜けの取得を認めていない
特に決まっていない
無回答
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６．労働時間制度（⑤テレワークに適用していない制度の認知状況、適用していない理由）

【企業調査（労働時間制度別）】
Q14(1).テレワーク（在宅勤務）に適用していない

労働時間制度の認知状況/SA

【企業調査（労働時間制度別）】
Q14(2).テレワーク（在宅勤務）に適用していない理由

/MA

42.6

34.8

34.6

35.2

10.2

9.0

8.5

9.9

9.2

15.6

16.5

13.5

38.0

40.5

40.4

41.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フレックスタイム制

非適用企業(n=871)

専門業務型裁量労働

制非適用企業
(n=1125)

企画業務型裁量労働

制非適用企業
(n=1208)

事業場外みなし労働

時間制非適用企業
(n=1104)

当該制度を知っており、テレワークに適用できることも知っていた

当該制度を知っていたが、テレワークへ適用できることは知らなかった

当該制度があることや、制度の内容をよく知らなかった

無回答

38.0

21.8

22.9

16.2

8.1

2.4

0.5

28.8

3.0

1.3

44.6

19.4

17.3

13.0

6.6

2.0

0.3

31.6

2.8

1.3

44.0

18.4

16.0

12.7

6.2

1.9

0.2

33.0

2.2

1.2

42.7

20.6

17.0

15.7

6.9

2.1

0.3

29.0

2.6

1.3

0% 20% 40% 60%

法定の適用条件があてはまらないから

従業員のニーズがないから

手続きを行う手間がかかるから

労働時間管理が難しいから

業務の進捗確認が難しいから

法定時間外労働等が増加し、賃金の支

払いが増えるから

従業員や労働組合からの反対があった

から

その他

わからない

無回答

フレックスタイム制(n=371) 専門業務型裁量労働制(n=392)

企画業務型裁量労働制(n=418) 事業場外みなし労働時間制(n=389)

注）Q14(1)で、「当該制度を知っており、テレワークに
適用できることも知っていた」と回答した企業が対象。
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６．労働時間制度（⑥自己申告による適正把握のための措置）

【企業調査（従業員規模別）】
Q15.自己申告による労働時間の適正な把握のための取組/MA

注）Q13(6)でテレワーク（在宅勤務）時の勤怠管理について「電子ファイルの出勤簿等に自己申告で記入する」と回答した企業が対象。

78.3

72.3

36.2

27.7

12.4

5.9

3.2

77.8

55.6

22.2

23.8

11.1

7.9

4.8

71.0

66.4

29.0

15.9

3.7

7.5

4.7

81.0

75.6

36.9

29.8

14.9

6.0

2.4

83.2

84.2

53.7

40.0

18.9

3.2

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従業員に対して適正に自己申告を行う必要性等を説明

上長等に対して適正に自己申告を行う必要性等を説明

自己申告と実際の労働時間の合致状況について実態を調査

自己申告時間を超えて在席している従業員に、虚偽がないか

確認

社内通達等が適正な申告を阻害していないか確認

特に行っていない

無回答

全体(n=437) 99人以下(n=63) 100～299人(n=107) 300～999人(n=168) 1,000人以上(n=95)
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６．労働時間制度（⑦テレワーク時の法定時間外・深夜・法定休日労働についてのルール）

47.3

34.8

41.5

11.8

6.5

3.4

23.1

37.6

34.5

12.2

14.9

14.3

5.6

6.3

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法定時間外労働

深夜労働

法定休日労働

通常の労働時間制度(n=976)

認めており、事前申請が必要 認めており、事前申請は不要

在宅勤務での実施を認めていない 特に決まっていない

無回答

【企業調査（労働時間制度別）】Q16(1).テレワーク（在宅勤務）での
法定時間外労働・深夜労働・法定休日労働についてのルール/SA
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６．労働時間制度（⑧テレワーク時の法定時間外労働等についての事後報告・確認方法、割増賃金・割増賃金の支払い方法）

 テレワーク（在宅勤務）時の法定時間外・深夜・法定休日労働についての事後報告・確認の方法については、法定時間外労働・深夜労働・法定
休日労働いずれも「終業時にメール等で報告するよう求めている」が多い。

 テレワーク（在宅勤務）時の法定時間外・深夜・法定休日労働についての割増賃金の支払方法については、法定時間外労働・深夜労働・法定
休日労働いずれも「事後報告・確認した時間をもとに割増賃金を支払う」が多い。

【企業調査】 Q16(3).テレワーク（在宅勤務）時の法定時間外・深夜・
法定休日労働についての割増賃金の支払方法/MA

【企業調査】Q16(2).テレワーク（在宅勤務）時の法定時間外・深夜・
法定休日労働についての事後報告・確認の方法/MA

61.5

21.9

16.6

15.4

4.5

57.8

24.8

14.3

16.5

5.4

57.9

24.7

15.7

15.5

6.4

0% 20% 40% 60% 80%

終業時にメール等で報告するよう求め

ている

翌日等にメール等で報告するよう求め

ている

PCのログオフ等で把握している

特に報告を求めていない

無回答

法定時間外労働(n=753) 深夜労働(n=540) 法定休日労働(n=575)

76.0

20.7

7.8

6.9

1.1

2.5

1.7

80.2

20.6

5.9

4.1

0.2

2.0

2.0

75.5

21.7

6.3

5.0

0.2

2.8

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事後報告 確認した時間をもとに割増

賃金を支払う

事前申請された時間をもとに割増賃

金を支払う

あらかじめ決めた時間分を支払い、

超えた分を追加で支払う

みなし労働時間制度の対象者には、

みなした時間分を支払う

あらかじめ決めた時間分を支払い、

実際の時間は勘案していない

その他

無回答

法定時間外労働(n=753) 深夜労働(n=540) 法定休日労働(n=575)
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６．労働時間制度（⑨オフィス勤務時と比べたテレワークでの法定時間外労働等の多さ・多い理由）

 オフィス勤務時と比べたテレワーク（在宅勤務）での法定時間外・深夜・法定休日労働の多さについて、「テレワーク（在宅勤務）の方がやや少な
いと思う」「テレワーク（在宅勤務）の方が少ないと思う」が多い一方で、一部「テレワーク（在宅勤務）の方が多いと思う」「テレワーク（在宅勤
務）の方がやや多いと思う」も存在。

 テレワーク（在宅勤務）で法定時間外労働がオフィス勤務時より多い理由としては、「他の社員とコミュニケーションが取りづらいから」が多い。

【企業調査】 Q16(5).テレワーク（在宅勤務）で法定時間外労働が
オフィス勤務時より多い理由/MA

【企業調査】Q16(4).オフィス勤務時と比べたテレワーク（在宅勤務）での
法定時間外・深夜・法定休日労働の多さ/SA

注）Q16(4)で「多いと思う」又は「やや多いと思う」と回答した企業
が対象。深夜労働、法定休日労働については、対象サンプルが少
ないため、表示していない。

1.5

0.4

0.3

3.9

3.5

1.7

20.1

23.9

25.7

14.6

10.2

8.5

46.5

47.6

47.8

11.6

11.9

13.2

2.0

2.6

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法定時間外労働

(n=753)

深夜労働(n=540)

法定休日労働

(n=575)

在宅勤務の方が多いと思う

在宅勤務の方がやや多いと思う

オフィス勤務時と変わりはない

在宅勤務の方がやや少ないと思う

在宅勤務の方が少ないと思う

わからない

無回答

77.5

57.5

42.5

37.5

35.0

32.5

30.0

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

他の社員とコミュニケーションを取り

づらいから

オフィス機器が整っていないから

通信環境に制約があるから

育児 介護をしながら仕事を行うから

気が緩んでしまうから

取引先とコミュニケーションを取りづ

らいから

上司が進行管理をしづらいから

無回答

テレワーク（在宅勤務）の方が、法定時間外労働が

多い・やや多いと回答した企業(n=40)
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６．労働時間制度（⑩テレワークで法定時間外労働等を認めている／認めていない理由）

 テレワークで法定時間外・深夜・法定休日労働を認めている理由については、「オフィス勤務者にも認めているから」が多い。

 テレワークで法定時間外・深夜・法定休日労働を認めていない理由としては、「労働時間が管理できないから」「従業員の健康に悪影響を与えるか
ら」が多い。

【企業調査】 Q16(7).テレワーク（在宅勤務）で法定時間外・深夜・
法定休日労働を認めていない理由/MA

【企業調査】Q16(6).テレワーク（在宅勤務）で法定時間外・
深夜・法定休日労働を認めている理由/MA

49.5

24.6

21.6

5.6

3.3

3.0

0.0

10.3

20.6

37.5

33.8

16.6

7.8

8.8

4.7

0.0

10.2

20.7

38.9

32.8

18.4

8.1

8.3

3.6

0.2

12.6

18.9

0% 20% 40% 60%

労働時間が管理できないから

従業員の健康に悪影響を与えるから

所定労働時間内に終わる業務量だから

従業員からのニーズがないから

オフィス勤務者にも認めていないから

割増賃金の支払いが発生するから

従業員から反対があったから

その他

無回答

法定時間外労働(n=301) 深夜労働(n=488) 法定休日労働(n=445)

74.5

25.6

19.1

3.7

1.9

7.3

4.2

69.3

26.5

15.6

2.8

1.1

7.4

7.2

69.2

27.3

16.2

1.7

0.9

7.8

7.1

0% 20% 40% 60% 80%

オフィス勤務者にも認めているから

その時間帯でないと行えない業務があ

るから

労働時間の管理ができるから

育児や介護中の従業員から要望があっ

たから

育児や介護中以外の従業員から要望が

あったから

その他

無回答

法定時間外労働(n=753) 深夜労働(n=540) 法定休日労働(n=575)
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７．テレワーク時の作業環境の確認

【企業調査（従業員規模別）】
Q23.テレワーク（在宅勤務）時の作業環境の確認/MA

 テレワーク時に作業環境の確認を行っている事項としては、「いずれも確認していない」との回答が多い。

14.6

4.9

3.4

3.3

3.3

75.8

6.4

14.9

4.3

4.3

4.3

2.0

72.9

9.8

13.9

4.9

2.3

2.1

2.6

73.5

9.0

14.4

4.1

3.1

3.4

3.1

78.4

4.1

16.0

6.8

5.0

4.1

6.4

78.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

作業内容に応じた情報機器の種類と機能

作業内容に応じた机と椅子

作業内容に応じた部屋の広さ

空調設備

作業内容に応じた机上の明るさ

いずれも確認していない

無回答

全体(n=1256) 99人以下(n=255) 100～299人(n=389) 300～999人(n=388) 1,000人以上(n=219)
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８．テレワーク時の健康確保の措置

 テレワーク実施者に対し、企業が実施している健康確保措置としては、「特に行っていない」との回答が多かったほか、「職場や社内のコミュニケーション
を補う工夫を行っている」との回答が一定あった。

【企業調査（従業員規模別）】
Q20.テレワーク（在宅勤務）時の健康確保の措置/MA

25.5

9.4

5.3

4.2

2.2

58.1

8.6

20.0

11.0

7.1

1.2

1.2

57.6

12.5

21.6

8.0

4.6

2.8

2.3

60.2

11.1

28.1

10.3

4.4

5.4

2.3

58.2

5.9

34.2

8.7

5.9

8.2

3.2

54.3

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場や社内のコミュニケーションを補う工夫を行っている

作業環境を整える支援を行っている

特別に面接指導や相談の対応等を行っている

運動の減少に対する対策を行っている

その他

特に行っていない

無回答

全体(n=1256) 99人以下(n=255) 100～299人(n=389) 300～999人(n=388) 1,000人以上(n=219)
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９．人事評価で成果を重視する程度の違い

【企業調査（従業員規模別） 】
Q21. オフィス勤務時と比較して、人事評価で成果を重視する程度の違い/SA

77.0

65.9

74.0

83.5

83.1

0.6

2.0

0.5

0.3

0.0

0.2

0.0

0.0

0.3

0.5

2.0

2.0

1.8

2.1

2.3

9.8

14.5

10.3

6.7

9.1

3.2

4.7

3.6

2.8

1.4

7.2

11.0

9.8

4.4

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1256)

99人以下(n=255)

100～299人(n=389)

300～999人(n=388)

1,000人以上(n=219)

違いは設けていない

テレワークの方が より成果を重視する仕組みになっている

オフィス勤務の方が より成果を重視する仕組みになっている

その他

成果を重視する仕組みはない

該当しない

無回答
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10．テレワークをする従業員に、会社が貸与または費用負担しているもの

 テレワークを実施する従業員に会社が貸与又は費用負担しているものとしては、パソコン、パソコン周辺機器、スマートフォン・携帯電話、インターネット
接続のための通信機器、タブレット端末等が多い。一部、一定額の手当を支給している企業も存在。

【企業調査】Q22. テレワーク（在宅勤務）をする従業員に、会社が貸与または費用負担しているもの/MA

74.4

55.7

47.9

25.3

14.0

9.0 9.0 8.6
6.2

1.4 0.3 0.2
2.6

8.4 6.7

0%

20%

40%

60%

80%

パ
ソ
コ
ン

パ
ソ
コ
ン
の
周
辺
機
器

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
携
帯
電
話

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
の

た
め
の
通
信
機
器

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
回
線
の

使
用
料

事
務
用
品

電
話
料
金

一
定
額
の
手
当
を
支
給
し
て
い
る

水
道
光
熱
費

フ
ァ
ッ
ク
ス

机
や
い
す
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

そ
の
他

貸
与
、
ま
た
は
費
用
負
担

し
て
い
る
も
の
は
な
い

無
回
答

全体(n=1256)

注）オフィス勤務時とテレワーク（在宅勤務）時に兼用するものも含む。
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10．テレワークをする従業員に、会社が貸与または費用負担しているもの（従業員規模別）

【企業調査（従業員規模別） 】
Q22. テレワーク（在宅勤務）をする従業員に、会社が貸与または費用負担しているもの/MA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

パ
ソ
コ
ン

パ
ソ
コ
ン
の
周
辺
機
器

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
携
帯
電
話

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
の

た
め
の
通
信
機
器

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
回
線
の

使
用
料

事
務
用
品

電
話
料
金

一
定
額
の
手
当
を
支
給
し
て
い
る

水
道
光
熱
費

フ
ァ
ッ
ク
ス

机
や
い
す
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

そ
の
他

貸
与
、
ま
た
は
費
用
負
担

し
て
い
る
も
の
は
な
い

無
回
答

全体(n=1256) 99人以下(n=255) 100～299人(n=389) 300～999人(n=388) 1,000人以上(n=219)

注）オフィス勤務時とテレワーク（在宅勤務）時に兼用するものも含む。
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11．テレワーク時の働き方に関する労使の話し合いの機会・予定

【企業調査（従業員規模別） 】
Q24. テレワーク（在宅勤務）時の働き方に関する労使の話し合いの機会・予定/SA

28.8

14.5

19.0

34.5

52.1

20.9

29.4

19.3

19.3

16.4

12.7

5.9

16.2

14.4

11.4

30.4

40.0

35.5

27.3

16.4

7.2

10.2

10.0

4.4

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1256)

99人以下(n=255)

100～299人(n=389)

300～999人(n=388)

1,000人以上(n=219)

常設の協議体で話し合う機会・予定がある

常設の協議体はないが、労使で話し合う機会・予定がある

常設の協議体はあるが、話し合う機会・予定はない

常設の協議体はなく、労使で話し合う機会・予定もない

無回答
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12．ガイドラインの認知状況

 ガイドライン（※）の認知状況は、企業規模が大きいほど高くなる傾向にある。

 テレワークを会社の制度として認めている企業は、ガイドラインを認知している割合が高い。

（※）正式名称 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

【企業調査（従業員規模別）】
Q6.ガイドラインの認知状況/SA

43.7

35.2

41.6

51.4

70.9

53.8

61.2

56.7

47.0

27.4

2.5

3.6

1.7

1.6

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=3788)

99人以下(n=1487)

100～299人(n=1103)

300～999人(n=877)

1,000人以上(n=296)

知っている 知らなかった 無回答

【企業調査（テレワーク（在宅勤務）の導入・実施状況別）】
Q6.ガイドラインの認知状況/SA

43.7

71.8

52.8

35.1

53.8

26.7

45.8

62.5

2.5

1.5

1.5

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=3788)

会社の制度として

認めている(n=543)

会社の制度はないが、

実施する従業員がいる
(n=745)

導入・実施していない
(n=2474)

知っている 知らなかった 無回答
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13．緊急事態宣言下にテレワークを行ったことで感じた良い変化、新たな気付き

【企業調査（従業員規模別）】Q26(1).緊急事態宣言下で感じた良い変化、新たに気付いたこと/MA

57.3

31.3

27.2
22.6 18.8

17.2

12.9

8.4

4.0

7.8

1.0

7.2

41.2

26.7

13.7

18.0 16.5
18.0

7.8 9.0

4.7

12.5

2.4

12.2

51.9

26.7

19.5

16.2 15.4

18.0

12.3

6.4
3.9

10.3

0.5

10.3

65.7

34.0 36.3

25.8

17.8
16.5

13.9

8.0
4.6 4.1

1.0
3.9

70.3

40.2 39.7

33.3

29.2

16.4
17.8

11.9

2.3
4.6

0.5
2.3

0%

20%

40%

60%

80%

管
理
職
や
経
営
層
の
間
で

テ
レ
ワ
ー
ク
の
利
用
が
進
ん
だ
、

理
解
が
深
ま
っ
た

テ
レ
ワ
ー
ク
で
は
で
き
な
い
と

考
え
て
い
た
業
務
が
、

で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た

Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム
等
を

活
用
し
、
遠
隔
地
の
採
用
活
動
が

実
施
し
や
す
く
な
っ
た

テ
レ
ワ
ー
ク
を
ふ
だ
ん
の
勤
務
の

中
に
組
み
込
ん
で
い
く

こ
と
に
な
っ
た

オ
フ
ィ
ス
の
役
割
や
在
り
方
の

見
直
し
に
つ
な
が
っ
た

テ
レ
ワ
ー
ク
で
も
取
引
先
と
の

関
係
に
影
響
し
な
い
、

良
い
影
響
が
あ
る
と
分
か
っ
た

働
き
方
に
制
約
が
あ
る
従
業
員
が
、

よ
り
長
い
時
間

働
け
る
よ
う
に
な
っ
た

働
き
方
に
制
約
が
あ
る
従
業
員
が

担
当
で
き
る
職
域 

業
務
内
容
が

広
が
っ
た

そ
の
他

良
い
変
化
や
新
た
に

気
付
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た

緊
急
事
態
宣
言
下
で
は
、

テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
わ
な
か
っ
た

無
回
答

全体(n=1256) 99人以下(n=255) 100～299人(n=389) 300～999人(n=388) 1,000人以上(n=219)

 緊急事態宣言下にテレワークを行ったことで感じた良い変化、新たな気付きとしては、「管理職や経営層の間でテレワークの利用が進んだ、理解が深
まった」が多く、企業規模が大きくなるほど、そう回答した割合が高い。
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14．テレワーク（在宅勤務）で感じた課題

 テレワーク（在宅勤務）で感じた課題としては、「できる業務が限られている」「従業員同士の間でコミュニケーションが取りづらい」が多い。

 その他、「紙の書類・資料が電子化されていない」「テレワークできない従業員との間で不公平感がある」「労働時間の申告が適正かどうかの確認が難
しい」「勤怠管理が難しい」などの回答も一定存在。

【企業調査】Q26(4)①.テレワーク（在宅勤務）で感じた課題/MA

63.8

48.4

38.5 38.1
34.2

31.8 30.4 29.5 28.5 27.5
24.0 23.6 22.7

19.2
14.7

9.2 9.1
6.1

2.8 1.7 1.4 1.3 2.4

11.6

0%

20%

40%

60%

80%

で
き
る
業
務
が
限
ら
れ
て
い
る

従
業
員
同
士
の
間
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
づ
ら
い

紙
の
書
類 

資
料
が

電
子
化
さ
れ
て
い
な
い

テ
レ
ワ
ー
ク
で
き
な
い
従
業
員
と
の
間
で

不
公
平
感
が
あ
る

労
働
時
間
の
申
告
が
適
正
か

ど
う
か
の
確
認
が
難
し
い

勤
怠
管
理
が
難
し
い

オ
フ
ィ
ス
で
勤
務
す
る
従
業
員
へ
の

し
わ
寄
せ
が
生
じ
て
い
る

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の

確
保
が
難
し
い

評
価
が
難
し
い

在
席 

勤
務
状
況
の
確
認
が
難
し
い

業
務
の
進
捗
確
認
が
難
し
い

育
成
が
難
し
い

従
業
員
の
健
康
管
理
が
難
し
い

情
報
通
信
機
器
等
の
導
入
に
よ
る

費
用
負
担
が
大
き
い

労
働
災
害
の
認
定
基
準
が

分
か
り
づ
ら
い

利
用
が
進
ま
な
い

時
間
当
た
り
生
産
性
が

低
下
し
て
い
る

労
働
時
間
の
適
正
な
申
告
が

徹
底
さ
れ
て
い
な
い

長
時
間
労
働
に
な
る
こ
と
が

増
え
て
い
る

取
引
先
か
ら
理
解
が
得
ら
れ
な
い

時
間
外
労
働
等
が
増
加
し
、

割
増
賃
金
の
支
払
い
が
増
え
て
い
る

そ
の
他

特
に
課
題
は
感
じ
て
い
な
い

無
回
答

全体(n=1256)
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14．テレワーク（在宅勤務）で感じた課題（従業員規模別）

【企業調査（従業員規模別）】
Q26(4)① .テレワーク（在宅勤務）で感じた課題/MA

0%

20%

40%

60%

80%

で
き
る
業
務
が
限
ら
れ
て
い
る

従
業
員
同
士
の
間
で

コ
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ュ
ニ
ケ
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シ
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が
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類 

資
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が

電
子
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さ
れ
て
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な
い

テ
レ
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ー
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で
き
な
い
従
業
員
と
の
間
で

不
公
平
感
が
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る

労
働
時
間
の
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が
適
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か
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う
か
の
確
認
が
難
し
い

勤
怠
管
理
が
難
し
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フ
ィ
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で
勤
務
す
る
従
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へ
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わ
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が
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じ
て
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る

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の

確
保
が
難
し
い

評
価
が
難
し
い

在
席 

勤
務
状
況
の
確
認
が
難
し
い

業
務
の
進
捗
確
認
が
難
し
い

育
成
が
難
し
い

従
業
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の
健
康
管
理
が
難
し
い

情
報
通
信
機
器
等
の
導
入
に
よ
る

費
用
負
担
が
大
き
い

労
働
災
害
の
認
定
基
準
が

分
か
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づ
ら
い

利
用
が
進
ま
な
い

時
間
当
た
り
生
産
性
が

低
下
し
て
い
る

労
働
時
間
の
適
正
な
申
告
が

徹
底
さ
れ
て
い
な
い

長
時
間
労
働
に
な
る
こ
と
が

増
え
て
い
る

取
引
先
か
ら
理
解
が
得
ら
れ
な
い

時
間
外
労
働
等
が
増
加
し
、

割
増
賃
金
の
支
払
い
が
増
え
て
い
る

そ
の
他

特
に
課
題
は
感
じ
て
い
な
い

無
回
答

全体(n=1256) 99人以下(n=255) 100～299人(n=389) 300～999人(n=388) 1,000人以上(n=219)
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15．テレワークに関して行政に求める支援策

【企業調査】Q27.テレワークに関して行政に求める支援策/MA

注）テレワーク（在宅勤務）実施企業：テレワーク（在宅勤務）を制度又は慣習として実施している企業。
テレワーク非実施企業：いずれのテレワークも実施していない企業。

68.4

33.0

29.3

19.9

10.5

6.8

3.6

11.6

1.4

40.8

22.3

19.0

10.1

12.9

9.1

4.8

42.0

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレワーク導入のための費用の助成

テレワークの導入に関する

マニュアル・ガイドラインなどの提供

テレワークの導入に関する

好事例の情報提供

テレワークに関する普及啓発

テレワークに関する専門家の派遣等、

相談体制の整備

テレワークに関して精通した

人材の確保・育成

その他

特に求める支援はない

無回答

在宅勤務実施企業(n=1288) テレワーク非実施企業(n=2425)

 テレワークに関して行政に求める支援策としては、「テレワーク導入のための費用の助成」のほか、「テレワーク導入に関するマニュアル・ガイドラインなどの
提供」「テレワークの導入に関する好事例の情報提供」が多かった。
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15．テレワークに関して行政に求める支援策（従業員規模別）

【企業調査（従業員規模別）】Q27.テレワークに関して行政に求める支援策
（テレワーク（在宅勤務）実施企業・テレワーク非実施企業） /MA

注）テレワーク（在宅勤務）実施企業：テレワーク（在宅勤務）を制度又は慣習として実施している企業。
テレワーク非実施企業：いずれのテレワークも実施していない企業。

68.4

33.0

29.3

19.9

10.5

6.8

3.6

11.6

1.4

75.2

26.7

24.0

15.6

10.7

9.5

3.4

11.8

2.3

69.1

30.4

25.2

19.5

9.1

6.7

3.2

12.8

0.7

66.3

35.7

32.2

20.5

9.9

4.6

2.3

11.4

1.5

62.4

39.8

37.1

24.0

13.1

7.7

6.8

9.5

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレワーク導入のための費用の助成

テレワークの導入に関する

マニュアル・ガイドラインなどの提供

テレワークの導入に関する

好事例の情報提供

テレワークに関する普及啓発

テレワークに関する専門家の

派遣等、相談体制の整備

テレワークに関して精通した

人材の確保・育成

その他

特に求める支援はない

無回答

全体(n=1288) 99人以下(n=262) 100～299人(n=405)

300～999人(n=395) 1,000人以上(n=221)

40.8

22.3

19.0

10.1

12.9

9.1

4.8

42.0

3.3

31.0

16.0

13.1

7.7

11.1

7.6

5.6

51.8

4.0

49.7

24.9

21.4

11.7

14.1

10.1

4.3

33.7

3.9

50.6

32.6

29.4

13.3

14.6

11.8

3.4

31.5

0.9

58.9

37.0

27.4

15.1

20.5

8.2

4.1

23.3

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレワーク導入のための費用の助成

テレワークの導入に関する

マニュアル・ガイドラインなどの提供

テレワークの導入に関する

好事例の情報提供

テレワークに関する普及啓発

テレワークに関する専門家の

派遣等、相談体制の整備

テレワークに関して精通した

人材の確保・育成

その他

特に求める支援はない

無回答

全体(n=2425) 99人以下(n=1196) 100～299人(n=674)

300～999人(n=466) 1,000人以上(n=73)

テレワーク（在宅勤務）実施企業 テレワーク非実施実施企業
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III. 従業員調査 結果概要
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１．テレワークの実施状況（従業員規模別）

【従業員調査（従業員規模別）】Q24
テレワークの実施状況（2019年12⽉頃）/MA

【従業員調査（従業員規模別）】Q28
テレワークの実施状況（2020年7⽉時点）/MA

32.1

1.4

4.4

66.9

16.6

1.3

3.2

82.3

27.7

1.0

4.4

71.1

36.1

1.5

4.3

63.3

64.0

2.4

7.2

34.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅勤務

サテライトオフィス勤務

モバイル勤務

いずれもしていない

全体(n=4184) 99人以下(n=1115) 100～299人(n=1245)

300～999人(n=1247) 1,000人以上(n=531)

 新型コロナウイルス感染症の影響によりテレワークの実施者は在宅勤務を中心に大きく増加。

6.7

1.4

3.7

90.5

4.7

1.4

3.2

93.7

4.6

0.9

3.4

92.2

6.5

1.4

3.2

91.0

15.9

2.4

6.5

79.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅勤務

サテライトオフィス勤務

モバイル勤務

いずれもしていない

／わからない

全体(n=3996) 99人以下(n=1069) 100～299人(n=1172)

300～999人(n=1205) 1,000人以上(n=509)
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１．テレワークの実施状況（職種別）

6.7

1.4

3.7

6.5

0.4

2.2

16.2

1.4

7.1

5.6

1.1

2.5

8.8

3.8

13.8

12.5

12.5

12.5

9.1

2.6

5.2

5.7

5.7

5.7

6.7

0.0

6.7

15.9

2.4

11.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅勤務

サテライトオフィス勤務

モバイル勤務

全体(n=3996)

専門職・技術職Ａ（医療、福祉、教育関係）(n=232)

専門職・技術職Ｂ（エンジニア、情報処理、弁護士、会計士、税理士等）(n=210)

事務職（人事、労務、総務、経理等）(n=3089)

営業職(n=240)

販売職(n=16)

サービス職(n=77)

生産現場職(n=35)

運輸・保安職(n=15)

その他(n=82)

【従業員調査（職種別）】Q24
テレワークの実施状況（2019年12⽉頃）/MA

【従業員調査（職種別）】Q28
テレワークの実施状況（2020年7⽉時点）/MA

32.1

1.4

4.4

66.9

19.7

0.0

3.7

79.5

66.8

2.7

6.8

30.9

30.3

1.1

3.1

69.0

37.0

3.3

14.2

59.3

25.0

18.8

18.8

68.8

27.3

2.6

9.1

71.4

5.7

0.0

2.9

91.4

13.3

0.0

6.7

80.0

52.9

4.7

14.1

47.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅勤務

サテライトオフィス勤務

モバイル勤務

いずれもしていない

全体(n=4184)

専門職・技術職Ａ（医療、福祉、教育関係）(n=244)

専門職・技術職Ｂ（エンジニア、情報処理、弁護士、会計士、税理士等）(n=220)

事務職（人事、労務、総務、経理等）(n=3246)

営業職(n=246)

販売職(n=16)

サービス職(n=77)

生産現場職(n=35)

運輸・保安職(n=15)

その他(n=85)

 職種によってテレワークの実施状況の増加幅は大きく異なる。

 多くの職種で大きく上昇した一方で、「生産現場職」「運輸・保安職」の増加幅は限定的。
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２．テレワーク（在宅勤務）時の状況

 テレワーク実施者について、勤務時間を自分で自己管理できていると思う者が多い一方で、一部できていないと思う者も存在。

 テレワーク実施者について、上司にさぼっていると思われないか不安に思う者も一定程度存在。

【従業員調査（従業員規模別）】Q44-1
勤務時間を自分で自己管理できている/SA

【従業員調査（従業員規模別）】Q44-3
上司にさぼっていると思われないか不安に思う

（部下がさぼっているのではないかと不安に思う) /SA

11.5

10.3

14.2

9.6

11.5

27.3

23.8

27.2

26.9

30.6

14.7

16.8

10.7

14.7

16.2

25.5

27.0

27.0

26.2

22.4

21.1

22.2

20.9

22.7

19.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1343)

99人以下(n=185)

100～299人(n=345)

300～999人(n=450)

1,000人以上(n=340)

そう思う ややそう思う どちらともいえない

あまりそう思わない そう思わない

50.9

45.4

49.6

53.3

52.6

31.8

28.6

32.2

32.2

32.1

9.2

17.3

9.3

6.7

7.9

4.6

5.4

4.9

4.7

4.1

3.4

3.2

4.1

3.1

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1343)

99人以下(n=185)

100～299人(n=345)

300～999人(n=450)

1,000人以上(n=340)

そう思う ややそう思う どちらともいえない

あまりそう思わない そう思わない
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３．テレワーク（在宅勤務）のメリット

 テレワークのメリットとして感じることとしては、「通勤時間を節約することができる」「通勤による心身の負担が少ない」が多い。

【従業員調査】Q46.テレワーク（在宅勤務）のメリットとして感じること/MA

89.1
82.4

60.1
55.2

47.7 45.0 43.5
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４．テレワーク（在宅勤務）のデメリット

 テレワークを実施する際のデメリットとしては、「同僚や部下とのコミュニケｰションがとりにくい」「上司とのコミュニケーションがとりにくい」等のコミュニケーション
に関する事項が多い。

 その他、「テレワーク（在宅勤務）で可能な業務が限られている」「OA機器が揃っていない」 「作業する場所の作業環境が整っていない」「仕事と仕
事以外の時間の切り分けが難しい」「家族がいるときに、仕事に集中しづらい」等も多い。

【従業員調査】Q47.テレワーク（在宅勤務）のデメリットとして感じること/MA
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５．労働時間制度（①適用されている労働時間制度）

 （テレワークを実施していない者と比べて）テレワークを実施している者は、フレックスタイム制を活用している割合が高い。

【従業員調査】Q16.適用されている労働時間制度
（テレワーク（在宅勤務）実施層）/SA

【従業員調査】Q16.適用されている労働時間制度
（テレワーク非実施層）/SA

55.5 28.5

3.3

0.9%

5.4

4.9

1.2

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅勤務

実施層
(n=1343)

始業・終業が定時で定められている（下記の労働時間制度以外）

フレックスタイム制

裁量労働制

事業外みなし労働時間制

変形労働時間制

管理監督職のため時間管理なし

その他

わからない

77.7

3.7

0.4 0.4

13.7

3.4

0.4

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレワーク

非実施層
(n=2798)

始業・終業が定時で定められている（下記の労働時間制度以外）

フレックスタイム制

裁量労働制

事業外みなし労働時間制

変形労働時間制

管理監督職のため時間管理なし

その他

わからない
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５．労働時間制度（②ふだんの勤怠管理と、テレワーク（在宅勤務）時の勤怠管理）

 テレワーク実施者のテレワーク実施時における勤怠管理としては、「上長等に対してメールによる報告を行う」「電子ファイルや勤怠管理システムの出勤
簿に自己申告で記入」「Web上でタイムスタンプを押す・ Web 打刻する」「PCやスマートフォン等のログの確認等」で行っているケースが多い。

【従業員調査】Q30.テレワーク（在宅勤務）時の勤怠管理
（テレワーク（在宅勤務）実施層）/MA

40.9

34.4

26.8

17.3

6.8

6.7

4.5

2.0

6.2

7.0

0.7

0% 20% 40% 60%

上長等に対してメールによる報告を行う

電子ファイルや勤怠管理システムの

出勤簿に自己申告で記入

Web上でタイムスタンプを押す・

Web打刻する

PCやスマートフォン等のログの確認等

紙の出勤簿に押印又は記入する

上長等に対して電話による報告を行う

タイムカード・ICカード等で打刻する

上長の現場での視認により確認

その他

特に管理されていない

わからない

在宅勤務実施層
(n=1343)

【従業員調査】Q17.ふだんの勤怠管理
（テレワーク（在宅勤務）実施層）/MA

41.8

33.0

28.5

17.9

12.1

8.9

1.1

0.4

0.1

0% 20% 40% 60%

タイムカード・ICカード等で打刻する

電子ファイルや勤怠管理システムの

出勤簿に自己申告で記入

Web上でタイムスタンプを押す・

Web打刻する

PCやスマートフォン等のログの確認等

紙の出勤簿に押印又は記入する

上長の現場での視認により確認

その他

特に管理されていない

わからない

在宅勤務実施層
(n=1343)



BAR 本文ページ

52 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

５．労働時間制度（③テレワーク（在宅勤務）時の在席確認・勤務状況の確認、業務報告）

 テレワーク実施者のテレワーク実施時の在席確認・勤務状況の確認方法としては、「始終業時の報告を求めている」が多い。

 テレワーク実施者のテレワーク実施時の業務に関する報告方法としては、「終業時に上長に対して、業務予定や業務の進捗状況について報告」「上
長への日々の業務報告・進捗状況については決めておらず、必要に応じて報告」等が多い。

【従業員調査】Q35.テレワーク（在宅勤務）時の業務に関する報告
（テレワーク（在宅勤務）実施層）/MA

37.7

29.3

25.8

10.7

7.3

4.8

4.4

9.8

0% 20% 40% 60%

終業時に上長に対して、業務予定や業務の進捗状

況について報告

上長への日々の業務報告・進捗状況については決

めておらず、必要に応じて報告

始業時に上長に対して、業務予定や業務の進捗状

況について報告

当該在宅勤務時の業務の進捗状況について報告・

連絡は行わない

次回出社時に上長に対して、在宅勤務をした日の

業務の進捗状況について報告

一日の中で定期的に上長に対して、業務の進捗状

況について報告

その他

特に決まっていない
在宅勤務実施層
(n=1343)

【従業員調査】Q34.テレワーク（在宅勤務）時の在席確認・勤務状況の確認
（テレワーク（在宅勤務）実施層）/MA

48.5

17.4

15.9

0.6

2.7

36.6

0% 20% 40% 60%

始終業時の報告を求めている

各種ツール（在席確認アプリ、チャッ

トツール等）で在席状況を表示してい
る

共有スケジューラーで在席状況を

表示している

Webカメラで勤務中の様子を映す

ようにしている

その他

特に確認されない

在宅勤務実施層

(n=1343)
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５．労働時間制度（④テレワーク（在宅勤務）時の所定外労働・深夜労働・休日出勤の業務報告）

 テレワーク実施者の所定外労働・深夜労働・休日出勤での業務に関する報告の状況について、「終業時にメール等で報告するよう求められている」
や「特に報告をもとめられていない」が多い。

【従業員調査】
Q50.テレワーク（在宅勤務）時の所定外労働・深夜労働・休日出勤での

業務に関する報告（テレワーク（在宅勤務）実施層）/SA

37.3

29.2

29.6

9.9

9.5

8.9

6.4

6.5

6.7

30.7

28.5

28.1

15.7

26.4

26.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所定外労働

（在宅勤務時）
(n=1307)

深夜労働

（在宅勤務時）
(n=1343)

休日出勤

（在宅勤務時）
(n=1343)

終業時にメール等で報告するよう求められている

PCのログオフ等で把握されている

翌日等に、メール等で報告するよう求められている

特に報告を求められていない

わからない
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５．労働時間制度（④テレワーク（在宅勤務）時の所定外労働・深夜労働・休日出勤の労働時間の報告）

 テレワーク実施者の所定外労働・深夜労働・休日出勤の労働時間の報告の状況について、「おおむね働いた時間どおり報告している」が多いが、「働
いた時間よりも実際には短く報告することが多い」「PCログ等で労働時間が把握されている（自己申告しない）」も一部存在。

 テレワーク実施者のうち、「テレワーク（在宅勤務）時の労働時間を実際より短く報告する」と回答した者にその理由を尋ねたところ、「働いた時間の
中に作業に専念できない時間があったから」が多い。また、「実際に働いた時間のとおりに報告しにくい社内の雰囲気があるから」も一定程度存在。

【従業員調査】Q51.テレワーク（在宅勤務）時の所定外労働・深夜労働・休日
出勤の労働時間の報告（テレワーク（在宅勤務）実施層）/SA

65.0

49.1

50.4

10.3

4.7

4.5

0.3

0.1

0.2

8.4

7.9

8.0

16.1

38.1

36.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所定外労働

（在宅勤務時）
(n=1307)

深夜労働

（在宅勤務時）
(n=1343)

休日出勤

（在宅勤務時）
(n=1343)

おおむね働いた時間どおり報告している

働いた時間よりも実際には短く報告することが多い

働いた時間よりも実際には長く報告することが多い

PCログ等で労働時間が把握されている（自己申告しない）

わからない

【従業員調査】Q52.テレワーク（在宅勤務）時の労働時間を実際より短く
報告する理由（テレワーク（在宅勤務）実施層）/MA

53.1

30.1

21.0

10.5

8.4

2.8

14.7

0% 20% 40% 60%

働いた時間の中に作業に専念できない

時間があったから

実際に働いた時間のとおりに報告しに

くい社内の雰囲気があるから

在宅勤務が禁止されている時間外や深

夜、休日に働いているから

法律や労使協定の上限を超えてしまう

から

残業代に限度があるから

実際に働いた時間のとおりに報告しな

いよう上司に言われたから

その他
在宅勤務

実施層(n=143)

注）テレワーク（在宅勤務）時の所定外労働・深夜労働・休日出勤の労働時間の報告について、
「働いた時間よりも実際には短く報告する方が多い」と回答した人が対象。
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６．深夜労働・休日出勤の日数（2020年７⽉・1ヶ⽉間あたり）

 テレワークを実施している者とテレワークを実施していない者の深夜労働割合及び休日出勤割合は大きくは変わらないものの、

・ 深夜労働については、テレワークを実施している者の方が深夜労働の頻度がやや高い。

・ 休日出勤については、テレワークを実施している者の方が休日出勤の頻度がやや低い。

90.5

83.0

3.3

9.4

4.5

6.2

1.6

1.0

0.1

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

深夜労働

休日出勤

まったくしていない 月１日 月２～３日 月４日以上 わからない

【従業員調査】Q26.１か⽉あたりの深夜労働・休日出勤の日数
（テレワーク（在宅勤務）実施層）/SA n=1343

【従業員調査】Q26.１か⽉あたりの深夜労働・休日出勤の日数
（テレワーク非実施層）/SA n=2798

95.1

81.8

1.3

11.8

1.5

5.3

1.8

0.8

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

深夜労働

休日出勤

まったくしていない 月１日 月２～３日 月４日以上 わからない

注）深夜労働：22時〜翌朝５時の時間帯に働くこと。休日出勤：本来であれば休日である日に仕事をすること。

注）テレワーク実施層については、テレワークで深夜労働、休日出勤した日数も含む。
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７．所定外労働・深夜労働・休日出勤の原則禁止の状況

 テレワーク実施者の所定外労働・深夜労働・休日労働について、いずれもオフィス勤務時と比較した場合、テレワーク実施時の方が原則禁止され
ている割合が高い。

【従業員調査】
Q18 .オフィス勤務時の所定外労働・深夜労働・休日出勤
（テレワーク（在宅勤務）実施層）/SA n=1343

14.7

35.4

28.5

80.0

56.7

66.6

2.2

8.0

4.8

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所定外労働

（会社勤務時）

深夜労働

（会社勤務時）

休日出勤

（会社勤務時）

原則禁止されている

原則禁止されていない

わからない

所定労働時間がないため、該当しない

【従業員調査】
Q48.テレワーク（在宅勤務）時の所定外労働・深夜労働・休日出勤

（テレワーク（在宅勤務）実施層）/SA n=1343

36.6

52.6

47.4

49.3

31.5

35.2

11.5

15.9

17.3

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所定外労働

（在宅勤務時）

深夜労働

（在宅勤務時）

休日出勤

（在宅勤務時）

原則禁止されている

原則禁止されていない

わからない

所定労働時間がないため、該当しない
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８．テレワーク（在宅勤務）時の労働時間の報告、所定外労働・深夜労働・休日出勤に対するニーズ

 テレワーク実施者に所定外労働・深夜労働・休日出勤を認めてほしいかどうか尋ねたところ、「可能であってほしい」「どちらかといえば可能であってほし
い」との回答と、「原則禁止にしてほしい」「どちらかといえば原則禁止にしてほしい」のいずれの回答も一定程度存在。

【従業員調査】
Q55.テレワーク（在宅勤務）時の所定外労働・深夜労働・休日出勤が認められて

いてほしいか（テレワーク（在宅勤務）実施層）/SA n=1343

33.5

14.7

17.1

20.8

9.2

12.7

26.1

31.8

32.2

7.6

13.5

11.8

12.0

30.8

26.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所定外労働

（在宅勤務時）

深夜労働

（在宅勤務時）

休日出勤

（在宅勤務時）

可能であってほしい

どちらかといえば可能であってほしい

どちらともいえない

どちらかといえば原則禁止にしてほしい

原則禁止にしてほしい
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９．テレワーク（在宅勤務）のための会社からの補助・手当、テレワーク（在宅勤務）をする時間帯

 テレワーク実施者について、会社から補助や手当を受けていない者が多いものの、一部、会社から補助や手当を受けている者も存在。

 テレワーク実施者のテレワークをすることが多い時間帯について、大半は日中であるが、一部早朝や夜間・深夜の者も存在。

【従業員調査】Q38.テレワーク（在宅勤務）のための会社からの補助や手当
（テレワーク（在宅勤務）実施層）/SA n=1343

【従業員調査】Q41.テレワーク（在宅勤務）をすることが多い時間帯
（テレワーク（在宅勤務）実施層）/MA

5.4

94.4

91.9

75.9

14.1

1.3

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

早朝（５時以降～８時まで）

午前中（８時以降～12時まで）

午後（12時以降～16時まで）

夕方（16時以降～18時まで）

夜間（18時以降～22時まで）

深夜（22時以降～翌朝５時まで）

わからない
在宅勤務実施層
(n=1343)

84.8

94.3

9.1

1.1

6.1

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通信費（電話代、イン

ターネット通信料）

水道光熱費

会社から補助や手当などを受けていない

会社から補助（実際の利用料に応じて全額または一部を会社が負担）を受け

ている

会社から手当（あらかじめ決められた一定の額を会社が負担）を受けている
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25.0

8.4

8.9

5.5

6.1

11.7

16.1

27.6

43.9

46.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅勤務

実施層(n=1343)

テレワーク

非実施層
(n=2798)

常設の協議体で話し合う機会・予定がある

常設の協議体はないが、労使で話し合う機会・予定がある

常設の協議体はあるが、話し合う機会・予定はない

常設の協議体はなく、労使で話し合う機会・予定もない

わからない

10．テレワークの働き方に関する労使の話し合いの機会

 テレワークの働き方に関する労使の話し合いの機会・予定を尋ねたところ、

・ テレワーク実施者については、「常設の協議体で話し合う機会・予定がある」が多かった一方で、「常設の協議体はなく、労使で話し合う機会・予定
もない」も一定存在。

・ テレワーク非実施者については、 「常設の協議体はなく、労使で話し合う機会・予定もない」が多い。

【従業員調査】Q57.テレワークの働き方に関する労使の話し合いの
機会・予定（テレワーク（在宅勤務）実施層・テレワーク非実施層）/SA
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11．緊急事態宣言下のテレワーク（在宅勤務）で新たに気付いたこと

【従業員調査（従業員規模別）】Q43-1
出社しないとできないと思われていた仕事もテレワーク（在宅勤務）で

可能であると気付けた/SA

【従業員調査（従業員規模別）】Q43-2
出張や外出をしなければならない仕事でもテレワーク（在宅勤務）で

可能であると気付けた/SA

36.9

25.4

32.2

41.1

43.8

30.4

28.1

31.3

29.6

32.6

15.9

20.5

18.3

15.1

10.3

6.3

8.6

6.7

5.8

5.3

5.8

9.7

5.5

5.8

3.5

4.7

7.6

6.1

2.7

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体n=(4184)

99人以下n=(1115)

100～299人n=(1245)

300～999人n=(1247)

1,000人以上n=(531)

そう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

そう思わない

緊急事態宣言下では、在宅勤務を行わなかった

38.3

34.1

35.9

38.0

43.8

31.0

25.4

30.7

34.9

30.0

12.9

16.8

14.2

11.1

10.6

8.2

9.2

8.7

8.0

7.6

6.0

8.1

6.1

5.6

4.7

3.6

6.5

4.3

2.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1343)

99人以下(n=185)

100～299人(n=345)

300～999人(n=450)

1,000人以上(n=340)

そう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

そう思わない

緊急事態宣言下では、在宅勤務を行わなかった

 新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークをやってみたことで、「出社しないとできないと思われていた仕事もテレワークで可能であると気付け
た」「出張や外出をしなければならない仕事でもテレワークで可能であると気付けた」と思った者が多い。
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12．テレワーク実施者の今後の継続意向／非実施者の実施意向

【従業員調査（従業員規模別）】
Q45.テレワーク（在宅勤務）実施者：今後の継続意向/SA

87.2

80.0

86.7

87.8

91.2

6.9

11.4

6.1

6.9

5.0

6.0

8.6

7.2

5.3

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1343)

99人以下(n=185)

100～299人(n=345)

300～999人(n=450)

1,000人以上(n=340)

継続してみたいと思う 継続してみたいと思わない わからない

 新型コロナウイルス感染症の影響等によりテレワークを実施した者の大半が継続してテレワークを実施することを希望している。

 テレワークを実施していない者の中にも、テレワークをしてみたいと思っている者が多く存在。

【従業員調査（従業員規模別）】
Q45.テレワーク非実施者：今後の実施意向/SA

46.1

34.1

47.6

53.5

64.5

36.8

45.2

35.7

31.6

25.1

17.1

20.7

16.7

15.0

10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=2798)

99人以下(n=918)

100～299人(n=885)

300～999人(n=789)

1,000人以上(n=183)

してみたいと思う してみたいと思わない わからない

注）テレワーク（在宅勤務）実施者：テレワーク（在宅勤務）を制度又は慣習として実施している人。
テレワーク非実施者：いずれのテレワークも実施していない人。
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13．テレワークを活用するために必要なこと

 テレワークを活用するために必要なこととしては、「職場の方針としてテレワークを積極的に活用しようとすること」「ペーパーレス化の推進」「電子申請や
電子決裁の導入により紙書類への押印をなくすこと」が多い。

 「適正な人事評価の実施」「テレワークを見据えた人材育成やスキルアップ手段の構築」「長時間労働を抑制すること」「メンタルヘルス対策等の健康
確保対策の充実」との回答も一定存在。

【従業員調査】 Q58.テレワークを活用するために必要なこと/MA

53.8 53.2

44.2 43.1 42.7
39.9 38.0 37.9

34.4
30.1 28.5 26.9

24.6

16.5
13.4

3.2

9.3
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40%
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職
場
の
方
針
と
し
て
テ
レ
ワ
ー
ク
を
積
極
的
に

活
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
推
進

電
子
申
請
や
電
子
決
裁
の
導
入
に
よ
り
紙
書
類

へ
の
押
印
を
な
く
す
こ
と

自
宅
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
（
Ｏ
Ａ
機
器
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
環
境
等
）
の
改
善
・
充
実

社
外
か
ら
業
務
に
必
要
な
電
子
フ
ァ
イ
ル
等
に

ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

テ
レ
ワ
ー
ク
に
て
実
施
可
能
な
業
務
の
棚
卸

テ
レ
ビ
会
議
や
チ
ャ
ッ
ト
の
た
め
の
ツ
ー
ル
の

整
備

役
員
や
管
理
職
な
ど
、
上
司
が
積
極
的
に
テ
レ

ワ
ー
ク
を
す
る
こ
と

自
分
自
身
、
も
し
く
は
職
場
全
体
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
知

識
・
ス
キ
ル
の
向
上

自
宅
で
集
中
で
き
る
空
間
の
確
保

テ
レ
ワ
ー
ク
の
た
め
の
申
請
ル
ー
ル
の
簡
素
化

適
正
な
人
事
評
価
の
実
施

テ
レ
ワ
ー
ク
を
見
据
え
た
人
材
育
成
や
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
手
段
の
構
築

長
時
間
労
働
を
抑
制
す
る
こ
と

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
等
の
健
康
確
保
対
策
の

充
実

そ
の
他

特
に
な
い

全体n=(4184)


